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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成25年10月10日(2013.10.10)

【公開番号】特開2012-57954(P2012-57954A)
【公開日】平成24年3月22日(2012.3.22)
【年通号数】公開・登録公報2012-012
【出願番号】特願2010-198540(P2010-198540)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｔ   7/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｂ   6/03     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｔ   7/00    　　　Ａ
   Ａ６１Ｂ   6/03    ３２０Ｗ

【手続補正書】
【提出日】平成25年8月23日(2013.8.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射線を検出し、放射線強度に応じた電気信号を出力する検出素子を配列した検出器モ
ジュールと、
　前記検出器モジュールの各検出素子から出力される電気信号をディジタル信号に変換す
る信号処理回路を備えた信号処理基板と、を備えた放射線検出システムであって、
　前記検出器モジュールと前記信号処理基板との間であって前記検出器モジュールを複数
並設する際に生じる隙間を覆う位置に、放射線を遮蔽する遮蔽手段を備えることを特徴と
する放射線検出システム。
【請求項２】
　前記信号処理基板は、並設された検出器モジュールの前記検出素子の配設された面の裏
面中央部に立設されることを特徴とする請求項１に記載の放射線検出システム。
【請求項３】
　前記信号処理基板は、並設された検出器モジュールの前記検出素子の配設された面の裏
面に略平行に保持されることを特徴とする請求項１に記載の放射線検出システム。
【請求項４】
　前記検出器モジュールの前記検出素子の配設された面の裏面側に、更に、第２遮蔽手段
を備えることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の放射線検出システム。
【請求項５】
　前記検出器モジュールと前記信号処理基板とは、固定的に取り付けられることを特徴と
する請求項１～４のいずれか１項に記載の放射線検出システム。
【請求項６】
　前記検出器モジュール側と前記信号処理基板側とにそれぞれ対をなして設けられ、嵌合
させた際に電気的に接続するコネクタを更に備えることを特徴とする請求項３に記載の放
射線検出システム。
【請求項７】
　Ｘ線源と、前記Ｘ線源に対して対向配置されたＸ線検出器と、前記Ｘ線源及び前記Ｘ線
検出器とを保持し被検体周囲に回転駆動される回転板と、前記Ｘ線検出器にて検出された
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Ｘ線の強度に基づき、前記被検体の断層像を再構成する画像再構成手段と、を備えたＸ線
ＣＴ装置において、
　前記Ｘ線検出器は、
　Ｘ線を検出し、Ｘ線強度に応じた電気信号を出力する検出素子を配列した検出器モジュ
ールと、
　前記検出器モジュールの各検出素子から出力される電気信号をディジタル信号に変換す
る信号処理回路を備えた信号処理基板と、
　前記検出器モジュールと前記信号処理基板との間であって前記検出器モジュールを複数
並設する際に生じる隙間を覆う位置に設けられる、放射線を遮蔽する遮蔽手段と、
　を備えることを特徴とするＸ線ＣＴ装置。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　Ｘ線制御装置２０２は、Ｘ線管２０１を制御し、回転板２０７の開口部内に搬送された
被検体９に対してＸ線を照射させる。コリメータ２０３はＸ線管２０１から照射されるＸ
線を、扇状のファンビームまたは角錐状のコーンビームに成形するものであり、コリメー
タ制御装置２０４により制御される。被検体９を透過したＸ線はＸ線検出器２０５に入射
する。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　Ｘ線検出器２０５は、後述する放射線検出システム６、７、８（図２～図４参照）のう
ちいずれかを複数個配列した構成である。
　Ｘ線検出器２０５は、Ｘ線管２０１から放射されて被検体９を透過したＸ線をシンチレ
ータ素子とフォトダイオード素子とを組み合わせてなるＸ線検出素子にて検出し、検出し
た信号（アナログ信号）を後述する信号処理回路１３２に伝送し、Ａ／Ｄ変換等の信号処
理を施してディジタル信号を生成し、データ収集装置２０６に出力する。データ収集装置
２０６は、Ｘ線検出器２０５の個々のＸ線検出素子にて検出され、Ａ／Ｄ変換されたＸ線
計測データを収集し、操作卓４の画像再構成装置４０２に出力する。
　Ｘ線検出器２０５の構造の詳細については後述する。
 
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　寝台３は、天板５、寝台制御装置３０１、上下動装置３０２、及び天板駆動装置３０３
を備えて構成される。寝台制御装置３０１は、上下動装置３０２を駆動することにより、
寝台３を高さ方向に上下動させるとともに、天板駆動装置３０３を駆動することにより天
板５を体軸方向及び体幅方向に移動させる。これにより被検体９をＸ線照射範囲内の適切
な位置に搬送する。
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【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　画像再構成装置４０２は、スキャナ２から送信されたＸ線計測データに基づいて、被検
体９の断層像を生成する。
　記憶装置４０４は、ハードディスク等により構成されるものであり、システム制御装置
４０１に接続される。記憶装置４０４は、画像再構成装置４０２が生成する断層像やＸ線
ＣＴ装置１の機能を実現するためのプログラム、データ等を記憶する。
 
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　以上のように構成されるＸ線ＣＴ装置１において、システム制御装置４０１は、Ｘ線制
御装置２０２を制御して、被検体９の周囲の複数角度方向からＸ線を照射し、被検体９を
透過したＸ線の強度に関するデータをＸ線検出器２０５にて検出し、ディジタル信号に変
換し、データ収集装置２０６によって収集してＸ線計測データとして操作卓４の画像再構
成装置４０２へ送出する。画像再構成装置４０２は、収集したＸ線計測データに基づいて
被検体内部のＸ線吸収係数の分布情報を画像化する。
 
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５９】
１・・・・・・Ｘ線ＣＴ装置
２・・・・・・スキャナ
３・・・・・・寝台
４・・・・・・操作卓
５・・・・・・天板
６・・・・・・放射線検出システム（第１の実施の形態）
７・・・・・・放射線検出システム（第２の実施の形態）
８・・・・・・放射線検出システム（第３の実施の形態）
９・・・・・・被検体
２０５・・・・Ｘ線検出器
１００・・・・検出器モジュール
１０１・・・・フォトダイオードアレイ
１０２・・・・シンチレータアレイ
１０３・・・・配線基板
１０４・・・・遮蔽体
１１０・・・・フレキシブルケーブル（第１、第２の実施の形態）
１１１・・・・フレキシブルケーブル（第３の実施の形態）
１２１・・・・連結基板
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１２２・・・・遮蔽体
１３０・・・・信号処理基板
１３２・・・・信号処理回路
１２５・・・・コネクタ
１３５・・・・コネクタ
 
【手続補正８】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１】
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